
競合品目・競合企業リスト 
 

令和 3 年 9 月 22 日 
 
申請 
品目 

FreeStyle リブレ 
申 請 
年月日 

2020（令和 2）年 
4 月 10 日 

申請 
者名 

アボットジャパン合同会社 

 
上記申請品目に係る競合品目、競合企業及びその選定理由は以下のとおりです。 

 
 販 売 名 ／ 開 発 名 競 合 企 業 名 

競合品目１ グルテストアイ  株式会社アークレイファクトリー 
競合品目２ ワンタッチベリオリフレクト LifeScan Japan 株式会社 
競合品目３ メディセーフフィットスマイル テルモ株式会社 

 
 

競 合 品 目 を 選 定 し た 理 由 

競合品目１： 自己検査用グルコース測定器市場において、上位販売数をもつ製品と考えられるため 

競合品目２： 自己検査用グルコース測定器市場において、上位販売数をもつ製品と考えられるため 

競合品目３： 自己検査用グルコース測定器市場において、上位販売数をもつ製品と考えられるため 

 
報告上の留意点 

 

・ 開発中のものも含め、市場において競合することが想定される製品を「競合品目」とし、競合品目を開発中

又は製造販売中の企業を「競合企業」とすること。 

・ 「競合品目」は、原則として売上高をもとに３品目まで選定すること。 

・ 競合品目を選定した理由については、簡潔かつ具体的に記載すること。 

 
以上 

 



競合品目・競合企業リスト 
 

令和 3 年 10 月 15 日 
 
申請 
品目 

InterStim Micro 仙骨

神経刺激システム 
申 請 
年月日 

令和 3 年 10 月 15   

日 
申請 
者名 

日本メドトロニック株式会社 

 
上記申請品目に係る競合品目、競合企業及びその選定理由は以下のとおりです。 

 
 販 売 名 ／ 開 発 名 競 合 企 業 名 

競合品目１ なし なし 

競合品目２ なし なし 

競合品目３ なし なし 
 
 

競 合 品 目 を 選 定 し た 理 由 

競合品目１： 現時点において、海外の競合品目の本邦への導入予定がないため 

競合品目２：  

競合品目３：  

 
報告上の留意点 

 

・ 開発中のものも含め、市場において競合することが想定される製品を「競合品目」とし、競合品目を開発中

又は製造販売中の企業を「競合企業」とすること。 

・ 「競合品目」は、原則として売上高をもとに３品目まで選定すること。 

・ 競合品目を選定した理由については、簡潔かつ具体的に記載すること。 

 
以上 

 



競合品目・競合企業リスト 
 

令和 3 年 10 月 15 日 
 
申請 
品目 

TH90 プログラマ 
申 請 
年月日 

令和 3 年 10 月 15   

日 
申請 
者名 

日本メドトロニック株式会社 

 
上記申請品目に係る競合品目、競合企業及びその選定理由は以下のとおりです。 

 
 販 売 名 ／ 開 発 名 競 合 企 業 名 

競合品目１ なし なし 

競合品目２ なし なし 

競合品目３ なし なし 
 
 

競 合 品 目 を 選 定 し た 理 由 

競合品目１： プログラマを単品流通している企業がないため、競合品目、競合企業をなしとした。 

競合品目２：  

競合品目３：  

 
報告上の留意点 

 

・ 開発中のものも含め、市場において競合することが想定される製品を「競合品目」とし、競合品目を開発中

又は製造販売中の企業を「競合企業」とすること。 

・ 「競合品目」は、原則として売上高をもとに３品目まで選定すること。 

・ 競合品目を選定した理由については、簡潔かつ具体的に記載すること。 

 
以上 

 



競合品目・競合企業リスト 

 

令和 3年 10 月 11 日 

 

申請 

品目 

DiamondTemp アブレーション

カテーテル 

申 請 

年月日 
令和 3年 10 月 1 日 

申請 

者名 

日本メドトロニック株式会

社 

 

上記申請品目に係る競合品目、競合企業及びその選定理由は以下のとおりです。 

 

 販 売 名 ／ 開 発 名 競 合 企 業 名 

競合品目１ サーモクール スマートタッチ ＳＦ 
ジョンソン・エンド・ジョンソン株

式会社 

競合品目２ ＴａｃｔｉＣａｔｈ ＳＥ イリゲーションカテーテル 
アボットメディカルジャパン合同

会社 

競合品目３ IntellaNav MiFi OI アブレーションカテーテル 
ボストン・サイエンティフィックジ

ャパン株式会社 

 

 

競 合 品 目 を 選 定 し た 理 由 

競合品目１： 
本品の類似機能区分に収載されており、使用目的等が同じカテーテルアブレーショ

ンであるため 

競合品目２： 同上 

競合品目３： 同上 

 

報告上の留意点 

 

・ 開発中のものも含め、市場において競合することが想定される製品を「競合品目」とし、競合品目を開発中

又は製造販売中の企業を「競合企業」とすること。 

・ 「競合品目」は、原則として売上高をもとに３品目まで選定すること。 

・ 競合品目を選定した理由については、簡潔かつ具体的に記載すること。 

 

以上 

 



競合品目・競合企業リスト 
 

令和 3 年 10 月 27 日 
 
申請 
品目 

アダカラム 
申 請 
年月日 

令和 3年 10月 27日 
申請 
者名 

株式会社 JIMRO 

 
上記申請品目に係る競合品目、競合企業及びその選定理由は以下のとおりです。 

 
 販 売 名 ／ 開 発 名 競 合 企 業 名 

競合品目１ 該当なし  
競合品目２   
競合品目３   

 
 

競 合 品 目 を 選 定 し た 理 由 

競合品目１： 
潰瘍性大腸炎の寛解維持治療の使用目的にて，薬事承認を取得している品目はない 
ため。 

競合品目２：  

競合品目３：  

 
報告上の留意点 

 

・ 開発中のものも含め、市場において競合することが想定される製品を「競合品目」とし、競合品目を開発中

又は製造販売中の企業を「競合企業」とすること。 

・ 「競合品目」は、原則として売上高をもとに３品目まで選定すること。 

・ 競合品目を選定した理由については、簡潔かつ具体的に記載すること。 

 
以上 

 



競合品目・競合企業リスト 
 

令和 3年 5月 20 日 

 
申請 
品目 

デルマクイック爪白

癬 
申 請 
年月日 

2015 年 3月 19 日 
申請 
者名 

JNC 株式会社 

 
上記申請品目に係る競合品目、競合企業及びその選定理由は以下のとおりです。 

 
 販 売 名 ／ 開 発 名 競 合 企 業 名 

競合品目１ 該当なし  
競合品目２   
競合品目３   

 
 

競 合 品 目 を 選 定 し た 理 由 

競合品目１： 国内既承認体外診断用医薬品を調査したところ、類似品は見つかりませんでした。 

競合品目２：  

競合品目３：  

 
報告上の留意点 

 

・ 開発中のものも含め、市場において競合することが想定される製品を「競合品目」とし、競合品目を開発中

又は製造販売中の企業を「競合企業」とすること。 

・ 「競合品目」は、原則として売上高をもとに３品目まで選定すること。 

・ 競合品目を選定した理由については、簡潔かつ具体的に記載すること。 

 
以上 

 



競合品目・競合企業リスト 
 

令和 03 年 11 月 08 日 
 
申請 
品目 

ベラビュー Ｘ８００ 
申 請 
年月日 

令和 3 年 11 月 08 日 
申請 
者名 

株式会社モリタ製作所 

 
上記申請品目に係る競合品目、競合企業及びその選定理由は以下のとおりです。 

 
 販 売 名 ／ 開 発 名 競 合 企 業 名 

競合品目１ 
認証番号 228AABZX00061000 アーム型 X線 CT 診断装

置 SOLIO XZII 
朝日レントゲン 

競合品目２ 

認証番号 226ACBZX00017000 デジタル式歯科用パノ

ラマ・断層撮影Ｘ線診断装置／アーム型 X線 CT 診断装

置 、トロフィーパン スマート オシリス 2D／3D 

株式会社エム・ディ・インスツルメ

ンツ 

競合品目３ 

認証番号 303ACBZX00006000 デジタル式歯科用パノ

ラマ・断層撮影 X線診断装置、 アーム型Ｘ線 CT診断装

置 プレキシオン３D エクスプローラー PRO 

プレキシオン株式会社 

 

 
競 合 品 目 を 選 定 し た 理 由 

競合品目１： 当社製品と同様の一般的名称であり、同じカテゴリー製品を製造販売しているため 

競合品目２： 当社製品と同様の一般的名称であり、同じカテゴリー製品を製造販売しているため 

競合品目３： 当社製品と同様の一般的名称であり、同じカテゴリー製品を製造販売しているため 

 
報告上の留意点 

 

・ 開発中のものも含め、市場において競合することが想定される製品を「競合品目」とし、競合品目を開発中

又は製造販売中の企業を「競合企業」とすること。 

・ 「競合品目」は、原則として売上高をもとに３品目まで選定すること。 

・ 競合品目を選定した理由については、簡潔かつ具体的に記載すること。 

 
以上 

 


